
 

 

令和８年度茨城県就労継続支援Ｂ型事業所作業用品等整備事業費補助金交付要項 

 

（趣旨） 

第１条 知事は、障害者の工賃向上を図るため、就労継続支援Ｂ型事業所が行う作業用品等整

備に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その補助金の交

付については、茨城県補助金等交付規則（昭和 36年茨城県規則第 67号。以下「規則」とい

う。）に定めるもののほか、この要項に定めるところによる。 

 

（補助対象事業者） 

第２条 補助対象者は、県内の就労継続支援Ｂ型事業所とする。 

 

（補助対象事業） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業は、次のいずれかに該当する事業とする。 

(1) 新商品の開発及び商品の改良事業 

(2) 商品の生産方法の改善及び利用者の作業能力の向上事業 

(3) 商品の販路拡大事業 

(4) その他工賃向上に資するものと知事が認める事業 

 

（補助金の額） 

補助基準額 補助対象経費 補助率 

１事業所当たり

５００千円 

補助対象事業の実施に必要な次の経費 

 

需用費（消耗品費、印刷製本費、修繕料）、役務費（広告

料）、使用料及び賃借料、委託料、備品購入費 

・設備設置に伴う据付工事費用を含む。 

・自動車取得時の自動車登録諸経費（自動車税、重量税、

取得税、保険料、登録代行料、納車経費及びこれに係る

消費税等）は対象外とする。 

・パソコン、事務用プリンター、複合機、タブレット端末、

スマートフォン、カメラ、PC 周辺機器（ハードディス

ク、ＬＡＮ、サーバー、モニター、スキャナー、ルータ

ー等）、電話機、テレビ、事務机、その他汎用性が高く

目的外使用になり得るものは対象外とする。 

１／２ 

 

 

２ 補助金の交付額は、補助基準額欄に定める額と補助対象経費欄に定める経費から寄付金そ

の他の収入額を控除した実支出額を比較していずれか少ない方の額に、補助率欄に定める補

助率を乗じて得た額以内とする。 

ただし、算出した額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 

 



 

（補助金の交付申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書（様式第１号）を別に定める

日までに知事に提出しなければならない。 

 

（補助金の交付決定及び不交付決定） 

第５条 知事は、前条の交付申請があったときは、当該申請に係る事項等を審査し、補助金の

交付決定又は不交付決定を行う。 

２ 補助金の交付（不交付）決定の通知は、補助金交付（不交付）決定通知書（様式第２号）

により行うものとする。 

 

（申請の取り下げ期間） 

第６条 規則第８条第１項の知事の定める期日は、前条の補助金交付決定通知書の送付を受け

た日から15日以内とする。 

 

（変更の承認等） 

第７条 第５条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者（以下「補助事業者」という。）

は、当該補助金の交付の対象となった事業（以下「補助事業」という。）の内容を変更しよ

うとするときは、あらかじめ変更承認申請書（様式第３号）を知事に提出し、その承認を受

けなければならない。 

 

（補助事業の中止等） 

第８条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめその理

由を記載した書面により知事の承認を受けなければならない。 

２ 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないときは、又はその遂行が困難になっ

たときは、速やかに書面により知事に報告し、その指示を受けなければならない。 

 

（交付の条件） 

第９条 この補助金の交付には、次の条件を付すものとする。 

(1) 補助事業により取得し、又は効用が増加した設備で価格が 30万円以上の機械、器具及び

その他の財産については、知事の承認を受けないで、この補助金の目的に反して使用し、

譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。ただし、その期間は、補助金等

に係る予算の適正化に関する法律施行令（昭和 31年政令第 255号）第 14条第 1項第 2号

の規定により厚生労働大臣が別に定めた期間と同等の期間とする。 

 (2) 知事の承認を受けて財産を処分したことにより収入があった場合には、その収入の全部

または一部を県に納付させることができる。 

 (3) 補助事業により取得し、または効用が増加した財産については、補助事業完了後におい

ても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければな

らない。 



 

(4) 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により、補助金に係る消費税及び地方

消費税にかかる仕入控除額が確定した場合は、消費税及び地方消費税の仕入控除税額報告

書（様式第４号）により速やかに知事に報告しなければならない。 

  なお、この場合において、当該仕入控除額の全部又は一部を県に納付させることがある。 

(5) 補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して５

年間保管しなければならない。 

 (6) 補助事業の対象経費について、重複して他の補助金等の交付を受けてはならない。 

 

（状況報告） 

第10条 知事は、必要に応じて補助事業者から補助事業の遂行状況について報告を求めること

ができる。 

 

（実績報告） 

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したとき（補助事業を中止し、又は廃止したときを含

む。）は、補助事業が完了した日から起算して 30日を経過した日又は令和９年３月 31日の

いずれか早い日までに実績報告書（様式第５号）を知事に提出しなければならない。 

 

（決定の取消） 

第12条 知事は、補助事業者が、補助金を他の用途に使用し、その他法令等又は知事の指示に

違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

 

（補助金の返還） 

第 13条 補助事業者が、虚偽及びその他の方法により補助金の交付を受けた場合は、知事は、

必要な報告を求め、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。 

 

（補助金の額の確定の通知） 

第 14 条 補助金の額の確定の通知は、補助金確定通知書（様式第６号）により行うものとす

る。 

 

（その他必要な事項） 

第15条 補助金の交付に関するその他必要な事項は、知事が別に定める。 

 

 付 則 

  この要項は、令和８年６月８日から施行する。 

 



 

様式第１号 

番         号 

令和  年  月  日 

茨城県知事 大井川 和彦 殿 

（申請者）法人所在地 

   法人名 

代表者職氏名            
 

令和８年度茨城県就労継続支援Ｂ型事業所作業用品等整備事業費補助金 

交付申請書 
 

標記について、下記のとおり補助金の交付を受けたいので、関係書類を添えて申請します。 
 

記 

 

１ 交付申請額     金            円 
 

２ 就労継続支援Ｂ型事業所の概要 

事業所名  

事業所番号  

事業所所在地 〒 

 

電話番号  

開設年月日  

メールアドレス  

担当者 
（役職） 

（氏名） 

３ 添付書類 

（１）所要額調書（様式第１号の１） 

（２）事業計画書（様式第１号の２） 

（３）収支予算（見込）書抄本（様式第１号の３） 
 

４ 補助金受領の方法 

送金方法 口座振替払 

金融機関名        銀行・金庫・組合         支店・所 

（フリガナ）  

口座名義  

口座番号  

預金種目 普通預金 ・ 当座預金 ・ その他（          ） 

  ※通帳の口座情報が確認できるページの写しを添付すること 

 

 



 

様式第１号の１ 

 

令和８年度茨城県就労継続支援Ｂ型事業所作業用品等整備事業費補助金 

所要額調書 

 

 

（事業所名：                   ） 

 

（単位：円） 

総事業費 

（Ａ） 

寄付金その他の

収入額（Ｂ） 

対象経費 

支出予定額 

（Ａ）-（Ｂ）

＝（Ｃ） 

補助基準額 

（Ｄ） 

補助基本額 

（Ｃ、Ｄのいずれか

少ない方の額） 

（Ｅ） 

補助所要額 

（Ｆ）＝ 

（Ｅ）×1/2 

（千円未満切り捨て） 

    

500,000 

 

 

 

 

 

 



 

様式第１号の２ 
 

令和８年度茨城県就労継続支援Ｂ型事業所作業用品等整備事業計画書 

 

法人名  

事業所名  事業所の所在地  

現 状 と 課 題 

（※具体的な数値を可能な限り示すこと） 

 

 

事 業 の 目 的 

（※具体的な数値を可能な限り示すこと） 

 

 

 

事 業 内 容 

（※具体的な数値を可能な限り示すこと） 

 

 

事 業 の 新 規 性 新規     又は     継続 

作 業 用 品 等 整 備 

の 内 訳 

 

 

規格・型番 単価 数量 見積額 
導入完了 

予定年月日 

    円  円  

    円  円 

 

  

 

   合   計 

（総事業費（Ａ）） 
  円  円  

作業用品等整備の 

効果の見込み 

（事業の成果等） 

（※具体的な数値を可能な限り示すこと） 

 

 

 

工賃実績（月額） R5      円 R6      円 R7      円 

資金計画 

総事業費              円 

 内訳：県補助金           円 

    自己資金           円 

    借入金等           円 

（添付書類） 

・備品や設備などのパンフレット等の写し及び見積書（２者以上）の写し 

 ・設備の設置場所の平面図等 

 



 

様式第１号の３ 

 

収支予算（見込）書抄本 

 

１ 収入の部                      （単位：円） 

区  分 予算（見込）額 備   考 

 

令和８年度茨城県就労継続支援

Ｂ型事業所作業用品等整備事業

費補助金 

 

自己資金 

 

借入金 

 

  

合   計   

 

２ 支出の部                     （単位：円） 

区  分 予算（見込）額 備   考 

 

 

  

合   計   

 

本書は、原本と相違ないことを証明します。 

 

令和 年 月 日 

         

     法  人  名： 

     代表者職氏名：                

  



 

様式第２号 

障 福 第          号 

令和  年  月  日 

 

                             殿 

 

茨城県知事  大井川 和彦 

 

 

令和８年度茨城県就労継続支援Ｂ型事業所作業用品等整備事業費補助金 

交付（不交付）決定通知書 

 

 

 令和 年 月  日付けで申請のあった標記補助金については、茨城県補助金等交付規則（昭

和 36年茨城県規則第 67号）第５条の規定により、下記のとおり交付（不交付）することに決

定したので、同規則第７条の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 交付決定額               円 

 

２ 不交付決定理由 

 

  



 

様式第３号 

番         号 

令和  年  月  日 

 

茨城県知事 大井川 和彦 殿 

 

（申請者）法人所在地 

   法人名 

代表者職氏名            

 

 

令和８年度茨城県就労継続支援Ｂ型事業所作業用品等整備事業費補助金 

変更承認申請書 

 

 

 令和 年 月 日付け障福第   号で補助金交付決定通知のあった標記補助金について、

下記のとおり事業の内容を変更したいので、令和８年度茨城県就労継続支援Ｂ型事業所作業用

品等整備事業費補助金交付要項第７条の規定により申請します。 

 

記 

 

１ 変更の理由 

 

 

 

 

２ 変更の内容 

 

 

 

 

  



 

様式第４号 

番         号 

令和  年  月  日 

 

茨城県知事 大井川 和彦 殿 

 

（報告者）法人所在地 

   法人名 

代表者職氏名 

 

令和８年度消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書 

 

 

令和  年  月  日付け障福第   号で交付決定を受けた令和８年度茨城県就労継続

支援Ｂ型事業所作業用品等整備事業費補助金について、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 就労継続支援Ｂ型事業所名 

 

２ 茨城県補助金等交付規則第 14 条の規定に基づく額の確定額又は事業実績報告による精算

額 

 

金          円 

 

３ 消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額

（要補助金返還相当額） 

 

金          円 

 

４ 添付書類 

  参考となる書類（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の積算内訳等） 

  



 

様式第５号 

番         号 

令和  年  月  日 

 

 

茨城県知事 大井川 和彦 殿 

 

（申請者）法人所在地 

   法人名 

代表者職氏名            

 

令和８年度茨城県就労継続支援Ｂ型事業所作業用品等整備事業費補助金 

実績報告書 

 

 

令和  年 月  日付け障福第   号で交付決定を受けた標記補助金の実績について、

下記の関係書類を添えて報告します。 

 

記 

 

１ 精算額調書（様式第５号の１） 

２ 実績報告書（様式第５号の２） 

３ 収支決算書（又は見込書）抄本（様式第５号の３） 

 

  



 

様式第５号の１ 

 

令和８年度茨城県就労継続支援Ｂ型事業所作業用品等整備事業費補助金 

精算額調書 

 

（法人名：                    ） 

 

（単位：円） 

総事業費 

（Ａ） 

寄付金その他

の収入額

（Ｂ） 

対象経費 

支出済額 

（Ａ）-（Ｂ） 

＝（Ｃ） 

補助基準額 

（Ｄ） 

補助基本額 

（Ｃ、Ｄのい

ずれか少ない

方の額） 

（Ｅ） 

補助所要額 

（Ｆ）＝ 

（Ｅ）×1/2 

（千円未満切

り捨て） 

交付決定額 

（Ｇ） 

実績額 

（Ｆ、Ｇのい

ずれか少ない

方の額） 

（Ｈ） 

    

500,000 

    

 

  



 

様式第５号の２ 

 

令和８年度茨城県就労継続支援Ｂ型事業所作業用品等整備事業実績報告書 

 

法人名  

事業所名  事業所の所在地  

事 業 の 目 的 

（※具体的な数値を可能な限り示すこと） 

 

 

事 業 内 容 

（※具体的な数値を可能な限り示すこと） 

 

 

作 業 用 品 等 整 備 

の 内 訳 
規格 単価 数量 支出額 

導入完了 

年月日 

    円  円  

    円  円 
  

 

   合   計 

（総事業費（Ａ）） 
  円  円  

作業用品等整備の効果 

（事業の成果等） 

（※具体的な数値を可能な限り示すこと） 

 

 

 

今後の課題 

（※具体的な数値を可能な限り示すこと） 

 

 

 

資金内訳 

総事業費              円 

 内訳：県補助金           円 

    自己資金           円 

    借入金等           円 

（添付書類） 

 ・経費支出証拠書類（契約書・納品書・請求書・領収書及びその内訳等）の写し 

 ・備品や設備等の整備後の写真 

 ・設備の設置場所の平面図等（計画書から変更があった場合のみ）  



 

様式第５号の３ 

収支決算書抄本 

 

１ 収入の部                     （単位：円） 

区  分 決算額 備   考 

 

令和８年度茨城県就労継続支援

Ｂ型事業所作業用品等整備事業

費補助金 

 

自己資金 

 

借入金 

 

  

合   計   

 

２ 支出の部                     （単位：円） 

区  分 決算額 備   考 

 

 

  

合   計 
  

 

本書は、原本と相違ないことを証明します。 

 

令和 年 月 日 

         

     法 人 名  ： 

     代表者職氏名：                   

  



 

様式第６号 

障 福 第          号 

令和  年  月  日 

 

 

                             殿 

 

 

茨城県知事 大井川 和彦 

 

 

令和８年度茨城県就労継続支援Ｂ型事業所作業用品等整備事業費補助金 

確定通知書 

 

 

令和  年  月  日付け   第    号で実績報告のあった標記補助金について

は、茨城県補助金等交付規則（昭和 36年茨城県規則第 67号）第 14条の規定により、下記のと

おり補助金の額を確定したので通知します。 

 

記 

 

 

補助金の確定額   金                     円 

 

 

 


